かすやドームプール利用注意事項
１．利用助成事業の期間は、令和8年4月１日から令和9年3月31日までです。
２．利用時間（1回の利用時間は、2時間まで。延長料金は、実費負担です。）
　　　　　　（下記終了時間の15分前まで遊泳可能です。）
(1) 平日　
（4月～10月）　10時00分から21時30分
　　　（11月～3月）　10時00分から20時30分
(2)　土曜日、日曜日及び国民の祝日

　　　　　　　　　　　10時00分から19時30分　
３．休館日

毎週月曜日（祝日除く）は、休館日です。
　　※施設の都合等で利用できない場合があります。事前にご確認下さい。
４．対象年齢

３歳以上の児童からです。（おむつが完全にとれていること。）小学３年生未満（２年生まで）の利用は、保護者又はこれに準ずる成人の方の同伴が、手の届く範囲での利用して頂く必要があります。（水着、キャップ着用）.
５．利用料金

	区分
	施設使用料
	町補助額
	個人負担額

	一般
	健常者
	６００円
	２００円
	４００円

	
	障がい者
	３００円
	１００円
	２００円

	高校生
	健常者
	４５０円
	１５０円
	３００円

	
	障がい者
	２２０円
	７０円
	１５０円

	小中学生
	健常者
	３００円
	１００円
	２００円

	
	障がい者
	１５０円
	５０円
	１００円

	幼児
	健常者
	１５０円
	５０円
	１００円

	
	障がい者
	８０円
	３０円
	５０円

	６５歳以上
	３００円
	１００円
	２００円

	介護者
	３００円
	１００円
	２００円


定期券(月極め料金)
	区分
	フルデイ
	ウイークデイ

	一般
	5,000円
	3,400円

	高校生
	3,750円
	2,550円

	小中学生
	2,500円
	1,700円

	６５歳以上
	2,500円
	1,700円


※　定期券は、月単位での販売となります。
※　利用月の前月20日（休館日の場合は、翌開館日）から販売いたします。
６．プール利用時（かすやドーム受付）に必要なもの

　(1)　志免町の住民であることが確認できるもの（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等、中学生は生徒手帳、小学生は名札でも可）

　(2)　個人負担金（かすやドームの券売機で購入してください。）
　
７．その他 
○プール（プールサイド含む）に入るときは、必ずプールキャップを着用してください。

○保護者１名につき、小学２年生以下のお子様は３名までとし、幼児プールのみの利用となります。

※２５ｍプールの小学２年生以下の利用は、安全管理上の観点から、お子様１名につき保護者１名の付き添い利用となります。

○メガネ（ゴーグルを除く）及びコンタクトレンズを着用しての遊泳、水中での歩行は事故防止のため禁止です。ただし、プールサイドでの着用はできます。

○プールに入る前は化粧、整髪料を落とし、シャワーを浴びてから入場してください。

○指輪、イヤリング、ピアス、ネックレス、腕時計、音響機器、携帯電話、財布等は、必ずロッカーに入れ、鍵をかけてください。着用したままの利用はできません。
○酒気帯び、ペットや危険物所持での入場は禁止です。

○水着以外（水着と判断しかねるもの、女性用の海や屋外レジャープール用の服使用のもの＜Ｔシャツや短パンタイプ＞）での遊泳、プールサイドへの入場はできません。（刺青等を入れている方の遊泳はできません。）

○うきわ（ドーナツ型のみ）は、幼児用プールで利用できます。また、プルブイ、アームヘルパー、ビート板等の補助うき具の利用もできます。これ以外のうき具は、利用できません。

○潜水用メガネ、シュノーケル、フィン等の使用はできません。

○採暖室は、中学生以上から利用できます。また、採暖室を利用した後は、必ず、シャワーを浴びてください。

○プールサイドは滑りやすく危険ですので、決して走らないでください。

○飛び込み、潜水、プール内での肩車、コースロープにつかまったり、横切ったりするなどの危険な行為は禁止です。

○ロッカーはコイン（１００円が必要）返却式です。盗難防止のため必ずカギをかけてください。

○貴重品のお預かりはできません。持ち込まないようにしてください。

○館内でのカメラ、ビデオ等の撮影は禁止です。

○退場する際は、控券を受付に返却し利用時間のチェックを受けてください。時間を過ぎると延長料金をお支払いいただきます。

○身体の調子が悪い方（風邪、下痢等）の利用はご遠慮ください。

○伝染性の病気等の方はご遠慮ください。

○学年の進級基準日は４月１日とします。３月３１日までは前学年で対応します。

○混雑の際は、安全確保のため人数制限や待ち時間を設けますので、ご了承ください。

○係員の指示に従ってください。
	＜問い合わせ先＞

粕屋町総合体育館（かすやドーム）９３９－５１３０

志免町社会教育課　　　　　　　　９３５－１３１４


※ 上記の利用規則を守らない方は、退場していただきます。
※ フルデイ


曜日を問わず営業時間内利用


(１日２時間まで)


※ウイークデイ


平日の営業時間内利用


(１日２時間まで)








